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“みんなごと”宣伝部（仮称）業務委託 仕様書 

 

１ 委託業務の名称 

  “みんなごと”宣伝部（仮称）業務委託（以下「本業務」という。） 

 

２ 委託期間 

  契約締結日から平成３１年３月３１日まで 

 

３ 事業の趣旨 

  本業務は，～ひとごとではなく，「自分ごと」，「みんなごと」として市民・行政が協働！

～“みんなごと”のまちづくり推進事業「まちづくり・お宝バンク」の取組提案者に，

フェイスブックページ等での情報発信に必要な文章の作成方法や，写真の撮影方法等を

学んでいただく講座を開催するものである。 

  講座受講者の取組提案者が作成した自身の活動等を紹介する記事を，市民協働推進担

当が管理するフェイスブックページ等で発信することにより，取組提案者の活動等の広

報に寄与することを目指す。 

  また，様々な取組提案者の活動等を定期的に市民協働推進担当が管理するフェイスブ

ックページで発信することにより，ページのフォロワー数等の増加を図り，市民参加に

関する情報発信手段の更なる強化に繋げる。 

  なお，本業務の実施に当たっては，「市民力・地域力をいかした京都ならではの取組」

といった観点を取り入れた講座プログラムを構築するなど，京都市全体のまちづくり活

動の活性化を図る取組となるよう努める。 

【フェイスブックページで発信する記事の例】 

 ・ 取組提案者の活動（イベント開催，ボランティア等の募集情報等） 

 ・ 他の取組提案者の活動 

 ・ 利用してよかった制度（区のまちづくり支援金，民間の助成金，各局等の事業） 

 ・ 利用してよかった施設（公共施設，民間施設） 他 

 フェイスブックページ ⇒ https://www.facebook.com/kyotoshiminsanka 

 「まちづくり・お宝バンク」 ⇒ https://tsukuru-kyoto.net/bank_index/ 

 

４ 委託内容 

 ⑴ 講座の開催に係る以下の業務 

  ア 講座の概要 

   （定員）２０名以内 （開催回数）全３回 

   （内容）文章の書き方，写真・動画の撮り方，その他必要な講座（実践講座等） 

   （受講対象）フェイスブックを問題なく使用できる取組提案者 

   ※ 写真・動画の撮影は，スマートフォンや一眼レフカメラ等の使用を想定。 

 

https://www.facebook.com/kyotoshiminsanka
https://tsukuru-kyoto.net/bank_index/
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  イ 講師の選定 

    各講座の内容に最適な講師を選定し，本市に協議のうえ決定する。 

  ウ 会場の選定 

    各講座の内容に最適な会場を選定し，本市に協議のうえ決定する。 

  エ “みんなごと”宣伝部（仮称）のイメージ画像 

    “みんなごと”宣伝部（仮称）がイメージできる画像データを作成し，宣伝部の 

   参加者募集や各種広報に活用できるようにすること。 

   ※ ホームページやフェイスブックページのカバー写真等で使用できる画像データ。 

  オ 参加者募集 

    参加者募集の広報を本市と協力して行うとともに，“みんなごと”のまちづくり推 

   進事業の新規取組提案の提出に繋げるため，受託者自身のネットワーク等を活用し， 

   取組提案者以外にも積極的に参加者募集の広報を行うこと。 

 ⑵ 講座受講者へのサポート 

   講座終了後に，受講者から記事の作成（文章の書き方や写真・動画の撮り方等）に 

  関する相談などがあった場合は，必要なアドバイス等を行うこと。 

 ⑶ 市民協働推進担当フェイスブックページの広報 

   より多くの方に市民協働推進担当のフェイスブックページを知ってもらうために，  

  受託者自身のネットワーク等を活用した積極的な広報を行い，フェイスブックページ 

  のフォロワー数等の増加を図ること。 

    

５ 講座の開始 

  平成３０年１２月中を目途に第１回講座を開催すること。 

 

６ 本業務を実施するうえで留意する点  

 ⑴ 協議事項 

   仕様書に定めのない事項又は本業務の遂行に当たり疑義が生じたときは，本市と受

託者との間で協議を行う。 

   協議が整わないときは，本市の指示するところによるものとする。 

 ⑵ 個人情報の取扱い 

   受託者は，本業務の処理をするうえで知り得た個人情報及び秘密をみだりに他人に

知らせ，又は不当な目的に使用することはできない。また，本業務が完了した後にお

いても，同様とする。 

⑶ 損害賠償 

   本業務の実施に伴い第三者に与えた損害は，本市の責に帰すべきものを除き，全て

受託者の責任において処理することとする。  

 ⑷ 著作権 

   本業務を通じて著作権や特許権等の知的財産権が発生した場合，その権利は全て本

市に帰属するものとする。 
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⑸ 自主的な情報収集 

   受託者は，本業務の遂行に必要な情報を自主的に収集し報告するとともに，本市に

有益な提案を積極的に行うこと。 


